
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

公

衆

浴

場

入

浴

料

金

の

統

制

額

の

指

定

生

活

衛

生

課

○

知

事

指

定

薬

物

の

指

定

の

失

効

医

薬

安

全

課

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

○

公

有

水

面

埋

立

用

途

変

更

許

可

港

湾

課

【

公

告

】

○

公

共

測

量

の

終

了

監

理

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

○

公

共

施

設

に

係

る

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

の

〃

完

了

○

落

札

者

等

の

決

定

教

育

委

員

会

【

内

水

面

漁

場

管

理

委

員

会

】

○

第

二

百

五

十

二

回

岡

山

県

内

水

面

漁

場

管

理

委

内

水

面

漁

場

管

理

委

員

会

の

開

催

員

会

岡

山

県

公

報

令和７年７月１５日 第１２７１８号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
六
十
四
号 

 

国
民
生
活
安
定
緊
急
措
置
法
□
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
二
十
一
号
□
附
則
第
四
条
□
物
価
統
制
令

施
行
令
□
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
十
九
号
□
附
則
第
四
項
及
び
公
衆
浴
場
入
浴
料
金
の
統
制
額
の

指
定
等
に
関
す
る
省
令
□
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
三
十
八
号
□
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
□
公
衆
浴

場
入
浴
料
金
の
統
制
額
を
次
の
と
お
り
指
定
し
□
令
和
七
年
八
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
□ 

 

な
お
□
令
和
四
年
岡
山
県
告
示
第
四
百
八
十
号
□
公
衆
浴
場
入
浴
料
金
の
統
制
額
の
指
定
□
は
□
令

和
七
年
七
月
三
十
一
日
限
り
□
廃
止
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
七
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

公
衆
浴
場
入
浴
料
金
の
統
制
額 

二 

公
衆
浴
場
法
施
行
条
例
□
昭
和
三
十
一
年
岡
山
県
条
例
第
八
十
号
□
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る

そ
の
他
の
公
衆
浴
場
に
つ
い
て
は
□
一
の
統
制
額
は
□
適
用
し
な
い
□ 

  
 

金 
 

 

額 

区 
 

 

分 

四
八
〇
円 

大
人
□
十
二
歳
以
上
の

者
□ 

二
〇
〇
円 

中
人
□
六
歳
以
上
十
二

歳
未
満
の
者
□ 

一
〇
〇
円 

小
人
□
六
歳
未
満
の
者
□ 
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
六
十
五
号 

 

岡
山
県
危
険
な
薬
物
か
ら
県
民
の
命
と
く
ら
し
を
守
る
条
例
□
平
成
二
十
七
年
岡
山
県
条
例
第
十
七

号
□
以
下
□
条
例
□
と
い
う
□
□
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
は
□

そ
の
効
力
を
失
□
た
□ 

 
 

令
和
七
年
七
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

知
事
指
定
薬
物
の
名
称 

１ 

一―

□
ベ
ン
ゾ
□
ｄ
□
□
一
・
三
□
ジ
オ
キ
ソ
□
ル―

五―

イ
ル
□―

二―

□
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ

ル
ア
ミ
ノ
□
プ
ロ
パ
ン―

一―

オ
ン
□
通
称
名
Ｃ
ｙ
ｐ
ｕ
ｔ
ｙ
ｌ
ｏ
ｎ
ｅ
□
Ｎ―

Ｃ
ｙ
ｃ
ｌ
ｏ
ｈ

ｅ
ｘ
ｙ
ｌ
ｍ
ｅ
ｔ
ｈ
ｙ
ｌ
ｏ
ｎ
ｅ
□
及
び
そ
の
塩
類 

２ 

二―

□
二―

[

□
四―
エ
ト
キ
シ
フ
□
ニ
ル
□
メ
チ
ル
□―

五―

ニ
ト
ロ―

一
Ｈ―

ベ
ン
ゾ

□
ｄ
□
イ
ミ
ダ
ゾ
□
ル―

一―
イ
ル
□―

Ｎ―

エ
チ
ル
エ
タ
ン―

一―

ア
ミ
ン
□
通
称
名
Ｎ―

Ｄ

ｅ
ｓ
ｅ
ｔ
ｈ
ｙ
ｌ 

ｅ
ｔ
ｏ
ｎ
ｉ
ｔ
ａ
ｚ
ｅ
ｎ
ｅ
□
及
び
そ
の
塩
類 

３ 

□
八
Ｒ
□―

六―

ア
リ
ル―

Ｎ
・
Ｎ―
ジ
エ
チ
ル―

一―

□
チ
オ
フ
□
ン―

二―

カ
ル
ボ
ニ
ル
□

―

九
・
十―

ジ
デ
ヒ
ド
ロ
エ
ル
ゴ
リ
ン―
八―

カ
ル
ボ
キ
シ
ア
ミ
ド
□
通
称
名
一
Ｔ―

Ａ
Ｌ―

Ｌ

Ａ
Ｄ
□
及
び
そ
の
塩
類 

二 

指
定
の
失
効
の
理
由 

 

条
例
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
薬
物
に
指
定
さ
れ
た
た
め 

三 

失
効
年
月
日 

 

令
和
七
年
七
月
十
三
日 
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
六
十
六
号 

 
 

道
路
法
□
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
□
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
□ 

 
 

そ
の
関
係
図
面
は
□
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
□ 

 
 
 
 

令
和
七
年
七
月
十
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 
県
道 

 

二 

路 

線 

名 

坂
辺
吉
井
線 

三 

道
路
の
区
域 

 
 一 

道
路
の
種
類 

県
道 

 

二 

路 

線 

名 

坂
辺
吉
井
線 

三 

道
路
の
区
域 

 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

 

二 

路 

線 

名 

坂
辺
吉
井
線 

三 

道
路
の
区
域 

 

  

赤
磐
市
八
島
田
字
池
尻
三
七
番
一
地
内 

  

赤
磐
市
八
島
田
字
池
尻
三
七
番
一
地
内 

  

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

域 

旧 新 

新
旧

別 

五
・
一
□ 

二
二
・
七 

六
・
三
□ 

二
二
・
七 

幅 
 

 

員 

□
メ
□
ト
ル
□ 

四
三
・
八 

四
三
・
八 

延 
 

 

長 

□
メ
□
ト
ル
□ 

  

赤
磐
市
八
島
田
字
九
門
明
一
〇
五
番
一
地
内 

  

赤
磐
市
八
島
田
字
九
門
明
一
〇
五
番
一
地
内 

  

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

域 

旧 新 

新
旧

別 

四
・
〇
□ 

一
六
・
二 

七
・
五
□ 

一
六
・
二 

幅 
 

 

員 

□
メ
□
ト
ル
□ 

一
四
・
〇 

一
四
・
〇 

延 
 

 

長 

□
メ
□
ト
ル
□ 
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一 

道
路
の
種
類 

県
道 

 

二 

路 

線 

名 

坂
辺
吉
井
線 

三 

道
路
の
区
域 

 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

 

二 

路 

線 

名 

坂
辺
吉
井
線 

三 

道
路
の
区
域 

  

  

赤
磐
市
八
島
田
字
九
門
明
二
三
三
番
一
地
先
か

ら 赤
磐
市
八
島
田
字
九
門
明
二
三
二
番
一
地
先
ま

で 赤
磐
市
八
島
田
字
九
門
明
二
三
三
番
一
地
先
か

ら 赤
磐
市
八
島
田
字
九
門
明
二
三
二
番
一
地
先
ま

で 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

域 

旧 新 

新
旧

別 

五
・
八
□ 

一
五
・
〇 

六
・
〇
□ 

一
六
・
一 

幅 
 

 

員 

□
メ
□
ト
ル
□ 

五
四
・
五 

五
四
・
五 

延 
 

 

長 

□
メ
□
ト
ル
□ 

  

赤
磐
市
八
島
田
字
松
才
三
九
一
番
一
地
先
か
ら 

赤
磐
市
八
島
田
字
松
才
三
九
一
番
三
地
先
ま
で 

赤
磐
市
八
島
田
字
松
才
三
九
一
番
一
地
先
か
ら 

赤
磐
市
八
島
田
字
松
才
三
九
一
番
三
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

域 

旧 新 

新
旧

別 
三
・
三
□ 七

・
五 

六
・
九
□ 

一
一
・
九 

幅 
 

 

員 
□
メ
□
ト
ル
□ 

四
二
・
六 

四
二
・
六 

延 
 

 

長 

□
メ
□
ト
ル
□ 

赤
磐
市
八
島
田
字
成
田
向
四
二
九
番
二
地
内 

  

赤
磐
市
八
島
田
字
成
田
向
四
二
九
番
二
地
内 

  

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

域 

旧 新 

新
旧

別 

六
・
九
□ 

一
一
・
四 

一
〇
・
一
□ 

一
三
・
九 

幅 
 

 

員 

□
メ
□
ト
ル
□ 

四
一
・
三 

四
一
・
三 

延 
 

 

長 

□
メ
□
ト
ル
□ 
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
六
十
七
号 

 
 

道
路
法
□
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
□
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
□ 

 
 

そ
の
関
係
図
面
は
□
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
□ 

 
 
 
 

令
和
七
年
七
月
十
五
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 
 

 

      

県
道 

 

道

路

の

種

類 

 

坂
辺
吉
井
線 

 

路

線

名 
赤
磐
市
八
島
田
字
成
田
向
四
二
九
番
二
地
内 

赤
磐
市
八
島
田
字
松
才
三
九
一
番
一
地
先
か
ら 

赤
磐
市
八
島
田
字
松
才
三
九
一
番
三
地
先
ま
で 

赤
磐
市
八
島
田
字
九
門
明
二
三
三
番
一
地
先
か
ら 

赤
磐
市
八
島
田
字
九
門
明
二
三
二
番
一
地
先
ま
で 

赤
磐
市
八
島
田
字
九
門
明
一
〇
五
番
一
地
内 

 

赤
磐
市
八
島
田
字
池
尻
三
七
番
一
地
内 

 
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

間 

令
和
七
年
七

月
十
五
日 

供
用
開
始

年

月

日 
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
六
十
八
号

平
成
十
年
八
月
十
九
日
付
け
岡
山
県
指
令
港
第
十
二
号
で
免
許
し
た
公
有
水
面
埋
立
て
に
つ
い
て
、
公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
十
三
条
ノ
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
埋

立
地
の
用
途
の
変
更
を
許
可
し
た
。

令
和
七
年
七
月
十
五
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

１
埋
立
人

岡
山
県

２
埋
立
場
所

１
工
区

岡
山
県
岡
山
市
南
区
築
港
元
町
５
番

及
び
同
町
５
番

の
地
先
公
有
水
面

1
0

7
9

２
工
区

岡
山
県
岡
山
市
南
区
築
港
元
町
５
番

及
び
同
市
同
区
築
港
栄
町
７
番
９
７
番

の
地
先
公
有
水
面

1
0

,
2
9

３
埋
立
地
用
途
変
更
の
内
容

変
更

前
変

更
後

用
途

配
置

規
模

配
置

規
模

4
.
9
h
a

1
.
8
h
a

ふ
頭

用
地

埋
立
地
の
西
側
に
位
置

約
埋
立
地
の
東
側
に
位
置

約

0
.
6
h
a

0
.
0
1
h
a

道
路

用
地

埋
立
地
の
北
西
部
か
ら
北
東
部
に
位
置

約
埋
立
地
の
北
東
部
に
位
置

約

3
.
5
h
a

企
業

用
地

な
し

な
し

埋
立
地
の
西
側
に
位
置

約

0
.
2
h
a

緑
地

な
し

な
し

埋
立
地
の
北
東
部
か
ら
南
東
部
に
位
置

約

４
変
更
許
可
の
年
月
日

令
和
７
年
７
月

日
1
5
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□
三
二
六
□
測
量
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
□
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
備
中
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通

知
が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
七
年
七
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

倉
敷
市
玉
島
富
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
□
基
準
点
測
量
及
び
路
線

測
量
等
□ 

測

量

の

種

類 

令
和
七
年
六
月
三
十
日 

終

了

年

月

日 
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□
三
二
七
□
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
七
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

都
窪
郡
早
島
町
前
潟
字
西
ノ
内
一
〇
九
七
番
一
七
□
一
〇
九
七
番
一
九
□
一
〇
九
七
番
二
一 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

倉
敷
市
茶
屋
町
二
一
二
五
番
地
一
ビ
□
グ
ベ
ア
□
Ａ
棟
一
〇
六
号 

赤
松 

大
地 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
七
年
五
月
十
四
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
二
四
号 
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□
三
二
八
□
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
七
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

津
山
市
院
庄
字
八
ケ
坪
九
〇
九
番
一
□
九
〇
九
番
四
□
九
〇
九
番
五
□
字
火
ノ
口
九
四
四
番
一
□

九
四
四
番
五
□
九
四
五
番
一
□
九
四
五
番
二
□
九
四
六
番
一
□
字
八
ケ
坪
九
〇
九
番
四
地
先
か
ら
九

〇
九
番
一
地
先
ま
で
道
□
字
火
ノ
口
九
四
四
番
一
地
先
か
ら
九
四
五
番
二
地
先
ま
で
水
路 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
□
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

津
山
市
戸
島
八
九
三
番
地
一
五 

株
式
会
社
マ
ル
イ 

代
表
取
締
役 

松
田 

和
也 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
七
年
二
月
二
十
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
三
九
一
号 
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□
三
二
九
□
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
□
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
七
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

津
山
市
院
庄
字
八
ケ
坪
九
〇
九
番
一
□
九
〇
九
番
四
□
九
〇
九
番
五
□
字
火
ノ
口
九
四
四
番
一
□

九
四
四
番
五
□
九
四
五
番
一
□
九
四
五
番
二
□
九
四
六
番
一
□
字
八
ケ
坪
九
〇
九
番
四
地
先
か
ら
九

〇
九
番
一
地
先
ま
で
道
□
字
火
ノ
口
九
四
四
番
一
地
先
か
ら
九
四
五
番
二
地
先
ま
で
水
路 

二 

公
共
施
設
の
種
類 

    

道
路
□
水
路 

三 

位
置
及
び
区
域 

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
□
開
発
登
録
簿
は
□
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て 

 

閲
覧
に
供
す
る
□
□ 

四 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
□
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

津
山
市
戸
島
八
九
三
番
地
一
五 

株
式
会
社
マ
ル
イ 

代
表
取
締
役 

松
田 

和
也 

五 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
七
年
二
月
二
十
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
三
九
一
号 
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〔
三
三
〇
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
。

令
和
七
年
七
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

調
達
件
名

事
業
用
パ
ソ
コ
ン
一
式
借
上

二

借
入
期
間

令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
十
二
年
九
月
三
十
日
ま
で

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
吉
川
七
五
四
五

一
一

―

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
七
年
七
月
二
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
所
在
地

株
式
会
社
ラ
イ
ン
ズ
オ
カ
ヤ
マ

備
前
市
伊
部
一
七
二
二

一
―

六

落
札
金
額

一
月
当
た
り
九
七
六
、
八
〇
〇
円
（
う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
八
八
、
八
〇
〇
円
）

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

八

入
札
公
告
日

令
和
七
年
五
月
二
十
日
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◎
岡
山
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
公
示
第
二
号

岡
山
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
事
務
規
程
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
二
百
五
十
二
回
岡

山
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

令
和
七
年
七
月
十
五
日

岡
山
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会

長

加

藤

卓

夫

一

日
時

令
和
七
年
八
月
五
日
（
火
）

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

二

場
所

岡
山
市
北
区
駅
前
町
二
丁
目
三
番
三
一
号

サ
ン
ピ
ー
チ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
〇
八
六
）
二
二
五

〇
六
三
一

―

三

議
題

第
一
号
議
案

第
五
種
共
同
漁
業
権
に
係
る
遊
漁
規
則
の
変
更
に
つ
い
て
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